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令和元年度（2019 年度）食品衛生事業功労者に対する厚生労働大臣表彰

の伝達式を次のとおり行います。 

            記 

１ 受賞者  松山和弘（浦河町：松山） 

２ 日  時  令和元年（2019年）１１月１３日（水）１０：００～ 

３ 場  所  日髙振興局２階２０２会議室 

（参考） 

国は、「食品衛生事業功労者厚生労働大臣表彰実施要領」に基づき、各

関係団体等から功績のあった方々の推薦を受けて審査を行い、受賞者を決

定しています。 

〇選定基準 食品衛生事業功労者 

食品衛生の普及向上若しくは食品衛生に関する発明発見又は食品衛生行

政に対する協力、業界の指導育成等に特に顕著な功績があった者。 

ア 食品関係の営業歴が１０年以上であること。 

イ 食品関係団体における業界の指導育成等の功績に係る事業従事年数が 

１５年以上であること。 

報道に当たってのお願い 道民の皆様へ広く周知するため、積極的な報道をお願いします。 
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